
（私道） 

 （※－１）公共下水道施設現状変更（移設・撤去）工事施工承認申請について 

私道内等に布設されている公共下水道管を，私道の位置を変更するため，移設

を行いたい場合や，私道内の家屋を全て取り壊し，私道内に布設されている公共

下水道施設の使用者が全てなくなる場合等において，公共下水道管理者の承認を

得て申請者が移設や撤去を行うための申請です。 

なお，移設や撤去に係る工事費用は全て申請者の負担となります。 

 一般的によくある，公共下水道施設現状変更（撤去）承認申請の事例を図示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （公道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A家屋   B 家屋   C家屋 

  D家屋   E 家屋 

  事例図の説明 
 
   赤色表示の私道内公共

下水道施設を使用され
ていた全ての家屋（A～
E）を取り壊し，１つの
敷地とし，マンション等
を建築する場合の事例 

    
  

  既設公共下水道施設 

公共下水道施設現状変更（撤去）工事施工承認申請 

   この箇所に閉塞処置が必要です。 

F 家屋 

  私道に接しないF家屋がある

場合，この取付管は，撤去処

置が必要です。 

  この下水道管部はマンション等

の取付管として使用できる場合

もあります。 

  （注）この図では，ますを赤色表示と

していますが，各家屋の接続ますは，

公共下水道施設ではありません。 

（ただし，北部地域特定環境保全公共

下水道は，公共ますです。） 
  使用されていないが，予定の取

付管がある場合は，撤去にあた
り対象する家屋・土地所有者の
了解を得る必要があります。 

  （私道） 



 （※－２）公共下水道工事（接続工事）施工承認申請について 

ミニ開発等による宅地造成で位置指定道路等注１（私道）を新設し，数軒の住宅

を建築する場合等，下水を排除するため新設する位置指定道路には私道内共同排

水設備注２（私有下水道管）を申請者が布設することになります。 

この場合，既設公共下水道管との接続工事が必要となり，その接続工事を公共

下水道管理者の承認を得て申請者が行うための申請です。 

なお，工事費用は全額申請者の負担となります。 
注１ 位置指定道路：建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号の規定による道路（私道） 

注２ 私道内共同排水設備：私道内の２軒以上の下水を流すために設ける下水道設備で私道の所有者

又は使用者の管理となります。（公共下水道施設とはなりません。） 

 

（開発区域の面積が５００㎡以上の開発行為で，都市計画法第３２条に基づく協議を行う場合は，その中で協議同意する

ことになり，この申請は必要ありません。） 

 公共下水道工事（接続工事）施工承認申請の一般的な事例を図示します。 

         

 

 

              

割り込み人孔の新設が必要です 

 

 

 

         

         

 

 

 

 （公道） 

 

 

 

※ 詳細なことについての御相談は，京都市上下水道局下水道部管理課（開発

担当）でお伺いしています。（電話０７５－６７２－７８１２） 

 

 

A 宅地 
  C 宅地 

  B 宅地 

  D宅地   公共下水道工事（接続工事）施工承認申請 
赤色で表示した施設は公共下水道施設と

なり，工事完了後，京都市上下水道局への移

管（寄付）手続きが必要となります。 

  私道内共同排水設備 

  （位置指定道路等） 

  既設公共下水道施設 


